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蕁５５―

◆保険料の納付は口座振替による2年前納が一番お得です
・

蕁４３―

■高知県の受託業者
　（株）バックスグループ　
◆退職（失

相談 教育 スポーツ・健康

ねんきんコーナーねんきんコーナーねんきんコーナー

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

「年金相談」のご案内i

　日本年金機構幡多年金事務所では、３カ月に１度、出張年金相談を行っています。
　なお、相談には、年金手帳（年金証書）または、基礎年金番号通知書、本人確認のため、運転免許
証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書が必要となります。
　また、代理人の方が相談される場合は、本人からの委任状が必要となります。

◆日時　４月１７日（木）　午前１０時～正午、午後１時～午後３時
◆場所　佐賀支所　１階町民室
◆予約　日本年金機構 幡多年金事務所　蕁３４―１６１６

スマートフォンアプリを使用した電子決済納付開始についてi

　国民年金保険料は、令和５年２月２０日から新たにスマートフォンアプリを利用した電子（キャッ
シュレス）決済ができるようになっています。スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォ
ンなどの端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコー
ドを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。現時点における対象決済アプ
リは、以下のとおりです。
・ＡＥＯＮ Ｐａｙ（令和６年１０月１日から対象）・ａｕＰＡＹ　・ｄ払い　・ＬＩＮＥ Ｐａｙ　・楽天ペイ
・ＰａｙＢ（ＰａｙＢと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。）
・ＰａｙＰａｙ（ＰａｙＰａｙマネーライトでは納付できませんので、ご注意ください。）
　詳しい内容につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。

○お問い合わせ　本庁 住民課 住基戸籍係　　　　　　　蕁４３―２８００
　　　　　　　　佐賀支所 地域住民課 総合窓口第２係　蕁５５―３７０１　
　　　　　　　　日本年金機構 幡多年金事務所　　　　蕁３４―１６１６

　国民年金は、２０歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保
険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専
修学校および各種学校（修業年限１年以上である過程）に在学する学生などで、ご本人の前年所得が
次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

【所得の目安】１２８万円＋（扶養親族等の数×３８万円）
　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予
定である場合は、４月初めに再申請の用紙が届きます。
　引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入のうえ、ご返送ください。

◆国民年金保険料学生納付特例の申請について
　学生納付特例制度により、令和６年度に保険料納付を猶予されている方で、令和７年度も引き続
き在学予定の方へ、３月末に基礎年金番号などが印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送
付します。
　同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を
記入して返送いただくことにより、令和７年度の申請ができま
す（この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です）。
　なお、令和７年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の
納付をご希望の場合は、納付書を作成して送付します。お手数
をおかけしますが、お近くの年金事務所までお問い合わせくだ
さい。


